別紙３
講義を通信で行う場合の基準
　講義を通信の方法で行う場合は、添削指導及び面接指導により実施するものとし、次に掲げる条件を満たすものとする。
　１　添削指導
  (1) 講師選定基準と同等の添削責任者を各教科に配置すること。
  (2) 添削責任者と添削者が別の場合には、添削者は添削責任者の十分な指導の下、その任務にあたること。
  (3) 課題は次によること。
　　①　課題の内容は、各科目（教科）の学習内容を理解させるに足るものとすること。
　　②　課題の作成は、講師選定基準と同等の者がこれにあたること。
　　③　課題は、介護職員基礎研修課程が１科目につき３問以上、訪問介護員養成研修課程が１教科につき２問以上の設問を設けること。
　　　　なお、介護職員基礎研修課程及び１級課程の課題については、記述式を３分の１以上設けること。
　　④　課題の配付から答案の回収までの期間は、受講者の習熟度を勘案した適当な期間を設定すること。
　　⑤　答案の回収後の添削は、速やかに行うこと。また、受講者の理解しやすい添削に努めること。
⑥　答案は、理解度により評価を行い、理解度が低い場合は再提出させ、指導すること。
　　⑦　受講者に対し、課題に関する質問の受付け方法、その回答方法等を周知すること。
２　面接指導
  (1) 下記に掲げる必要時間数を満たすこと。
	課　程
	該当科目
	講義・演習
	内　　　　　容

	一級課程
　（12時間）　
　

	 老人保健福祉に係る制度及
 びサービスに関する講義

	 演　　　習

	 老人福祉・保健・医療に関す
 る事例又はテーマを設定して
 のグループ討論を中心とした
 演習

	
	 障害者福祉に係る制度及び
 サービスに関する講義
	 演　　　習

	 障害者（児）福祉に関する事
 例又はテーマを設定してのグ
 ループ討論を中心とした演習

	
	 介護技術に関する講義

	事例検討に関する講義に４時間以上
	 教科中の「困難事例検討」を
 中心とした事例検討に関する
 講義

	
	 主任訪問介護員が行う他の
 保健医療サービス又は福祉
 サービスを提供する者との
 連携等に関する講義
	事例検討に関する講義

	ケアマネジメントやチームケアなどについて、事例検討に関する講義

	二級課程
 （６時間）

	 訪問介護に関する講義

	訪問介護員の職業倫理に関する講義に２時間以上
	教科中の「訪問介護員の職業倫理」を中心とした講義


	
	 介護技術に関する講義

	事例検討に関する講義に４時間以上
	教科中の「介護事例検討」を中心とした講義


	三級課程
 （３時間）
   
	 訪問介護に関する講義

	訪問介護員の職業倫理に関する講義
	教科中の「ホームヘルプサービス概論」を中心とした講義



　(2) 指導に当たる講師は、別紙２に定める講師の基準と同等の者を選定すること。
  (3) 開催の時期及び場所は、受講者の集合しやすい時期及び場所を十分考慮して設定すること。

  (4) 適当な講義室及び演習室を確保すること。
３　介護職員基礎研修課程の通信時間          
  (1) 介護職員基礎研修課程の通信時間は、科目ごとに、次の表に掲げる時間数を上限とする。
	科　　　　　　　　目
	  通信時間
	   総時間

	 ① 生活支援の理念と介護における尊厳の理解
	  １５時間
	  ３０時間

	 ② 老人、障害者等が活用する制度及びサービスの理解
	  １５時間
	  ３０時間

	 ③ 老人、障害者等の疾病、障害等に関する理解
	  １５時間
	  ３０時間

	 ④ 認知症の理解
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑤ 介護におけるコミュニケーションと介護技術
	  ３０時間
	  ９０時間

	 ⑥ 生活支援と家事援助技術
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑦ 医療及び看護を提供する者との連携
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑧ 介護における社会福祉援助技術
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑨ 生活支援のためのアセスメントと計画
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑩ 介護職員の倫理と職務
	  １５時間
	  ３０時間


  (2) 訪問介護員養成研修課程修了者が、介護職員基礎研修の通信課程を受講する場合の通信時間は、次のとおりとする。
　　 ① 実務経験１年以上の訪問介護員養成研修二級課程修了者　
        総時間上限…７０時間
        各科目あたりの上限…下表による。
	科　　　　　　　　目
	通信時間
	総時間

	 ① 生活支援の理念と介護における尊厳の理解
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑧ 介護における社会福祉援助技術
	
	

	 ④ 認知症の理解
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑤ 介護におけるコミュニケーションと介護技術
	  １０時間
	  ３０時間

	 ⑦ 医療及び看護を提供する者との連携
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑨ 生活支援のためのアセスメントと計画
	  １５時間
	  ３０時間


　   ② 実務経験１年未満の訪問介護員養成研修二級課程修了者
        総時間上限…９０時間
        各科目あたりの上限…下表による。
	科　　　　　　　　目
	通信時間
	総時間

	 ① 生活支援の理念と介護における尊厳の理解
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑧ 介護における社会福祉援助技術
	
	

	 ④ 認知症の理解
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑤ 介護におけるコミュニケーションと介護技術
	  ３０時間
	  ９０時間

	 ⑦ 医療及び看護を提供する者との連携
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑨ 生活支援のためのアセスメントと計画
	  １５時間
	  ３０時間


　   ③ 実務経験１年以上の訪問介護員養成研修一級課程修了者
   　   総時間上限…３０時間
　　　  各科目あたりの上限…下表による。
	科　　　　　　　　目
	通信時間
	総時間

	 ① 生活支援の理念と介護における尊厳の理解
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑧ 介護における社会福祉援助技術
	
	

	 ⑦ 医療及び看護を提供する者との連携
	  １５時間
	  ３０時間


     ④ 「その他の者」（実務経験１年以上）
    　  総時間上限…１４５時間
    　  各科目あたりの上限…下表による。

	科　　　　　　　　目
	  通信時間
	   総時間

	 ① 生活支援の理念と介護における尊厳の理解
	  １５時間
	  ３０時間

	 ② 老人、障害者等が活用する制度及びサービスの理解
	  １５時間
	  ３０時間

	 ③ 老人、障害者等の疾病、障害等に関する理解
	  １５時間
	  ３０時間

	 ④ 認知症の理解
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑤ 介護におけるコミュニケーションと介護技術
	  １０時間
	  ３０時間

	 ⑥ 生活支援と家事援助技術
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑦ 医療及び看護を提供する者との連携
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑧ 介護における社会福祉援助技術
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑨ 生活支援のためのアセスメントと計画
	  １５時間
	  ３０時間

	 ⑩ 介護職員の倫理と職務
	  １５時間
	  ３０時間


